
平成２８年第９回新居浜市農業委員会農政部会議事録 
 

１ 会議の日時及び場所 

（１） 会議の日時 平成２８年１０月５日（水曜日）１４：１０～１４：５０ 

（２） 会議の場所 市庁舎６階 議員全員協議会室 

 

２ 会議に出欠席した委員数及び氏名等 

（１）出席委員   １２人 

   第 １ 番   篠 原 浩 司    第 ３ 番   久 枝 啓 一 

   第 ５ 番   小 野 輝 雄    第 ６ 番   小 野 義 尚 

第 ７ 番   高 橋   繁    第 ８ 番   髙 橋 敬 雄  

第１０番   近 藤   上    第１１番   合 田 有 良 

第１２番   村 尾 浩 一    第１３番   松 木 忠 夫 

第１４番   髙 橋 征 三    第１６番   加 藤 武 雄 

（２）欠席委員    ３人 

   第 ２ 番   真 木 増次郎    第 ４ 番   藤 田 幸 正 

   第 ９ 番   曽我部 英 敏 

（３）農政部会委員外委員  １３人（農地部会委員） 

農地部会長  岡 部 正 明    篠 原   修 

寺 尾 俊 行    小 野 春 雄 

守 谷 博 明    神 野 賢 二 

矢 野 重 明    福 田 滿壽夫 

山 下   元    桑 山 尚 久 

村 上 勝 利    加 藤 喜三男 

秦   昭 一 

３ 会議に出席した事務局職員 

事務局長   戸 張 博 司    事務局次長  横 川 俊 彦 

農 政 係 長  山之内  奈緒美    臨 時 職 員  中 山 麻 美 

 

４ 傍聴者 なし 

 

５ 会議に付議した事項 

議案第１号 「農地パトロールの結果について」 

 

                  ◇ 

 



６ 議 事 

  １４時１０分開会 

 

横川次長     ご起立ください。礼。ご着席ください。 

委員の出席状況をご報告いたします。 

在任委員１５人、出席委員１２人でございます。よって、過

半数に達しており、この会が成立していることをご報告いた

します。 

それでは、篠原農政部会長代理、よろしくお願いいたします。 

篠原部会長代理   皆さん、こんにちは。 

     今月の部会は、部会長が休みということで、私が代理をさ

せていただきます。部会長のようにはうまくいかないと思い

ますが、よろしくお願いします。先月から、雨が続き、市内

の小中学校の運動会が延期になったり、雨の中で運動会を行

ったと聞いております。雨天続きですが、そろそろ稲刈りが

始まった所もあると思います。今日も台風１８号が日本海の

方に抜けておりまして、明日から稲刈りも頑張っていただけ

たらと思います。 

     それでは、ただいまから平成２８年 第９回新居浜市の農

業委員会 農政部会を開会いたします。 

     なお、本日の議事録署名委員でございますが、会議規則第

１９条の規定により、部会長代理において、小野 義尚委員

さんと高橋 繁委員さんを指名いたします。御両名よろしく

お願いいたします。 

     それでは、ご案内しておりましたとおり、「農地パトロー

ルの結果について」を議題といたします。７月から８月まで、

委員の皆さんには猛暑の中、耕作放棄地の調査にご尽力いた

だきありがとうございました。 

     遊休農地の増加は全国的な問題であり、どこの地域でも明

快な解決策は見いだせないのが現状でございます。そういっ

た中、遊休農地をこれ以上増やさないためには、我々農業委

員が地元の農地が今どのような状況になっているのかを正し

く把握することが重要であると思います。 

     本日は、遊休農地の問題にどのように取り組んでいくべき

かを議論していただきたいと思います。それでは、まず事務

局から平成２８年度遊休農地調査集計結果等について説明を



いたさせます。 

山之内係長    農業委員の皆様には、７月から８月の大変暑い中、またお

忙しい中、遊休農地の調査を行っていただき、誠にありがと

うございました。事前にお配りしております平成２８年第９

回新居浜市農業委員会農政部会資料をご覧下さい。上の表は、

昨年平成２７年度に、同じ方法で調査を行った結果を基に作

成したものです。 

また、下の表は、今年度の調査を基に、遊休農地の面積と

農地面積に占める遊休農地の割合を表にしたものです。 

この数値につきましては、営農再開や保全管理のないもの

の合計を農協の支所ごとに算出しております。 

  まず、上の表の平成２７年度の調査結果からご説明致しま

す。新居浜市の農地面積は１４４４万９千８１２．５平方メ

ートル、そのうち遊休農地面積は７２万９千８９２平方メー

トルで、農地面積に占める割合は約５．０５パーセントでご

ざいます。 

遊休農地のすべて、区分１緑（人力、農業用機械で草刈等

を行うことにより、耕作が再開できる農地）は７２万９千８

９２方メートルとなっております。 

次に、下段の表の平成２８年度の調査結果をご覧ください。

１本所、遊休農地が２２筆、１万８千７４６平方メートル 

農地全体は７９万５千２５４．０３平方メートル遊休農地の

割合は２．３６パーセント。 

２高津支所、８筆、８千２６３平方メートル、全体面積が

８４万６千８４２．１５平方メートル、割合は０．９８パー

セント。 

３垣生支所、４６筆、３万９６８平方メートル、全体面積

７７万６千３６５．４４平方メートル、割合は３．９９パー

セント。 

４神郷支所、５５筆、３万４千６９８平方メートル、全体

面積１３８万６千７４５．６２平方メートル、割合は２．５

パーセント。 

５多喜浜支所、１４８筆、１０万９千７７８．５９平方メ

ートル、全体面積１０９万２千９２１．１７平方メートル、

割合は１０．０４パーセント。 

６船木支所、２０２筆、１１万６千２１．５２平方メート



ル、全体面積１８０万３千１４６．７平方メートル、割合は

６．４３パーセント。 

７角野支所、９筆、７千７９７平方メートル、全体面積１

０１万２千３７６．６７平方メートル、割合は０．７７パー

セント。 

８泉川支所、３５筆、１万７千２０４平方メートル、全体面

積１４１万２千９５４．６９平方メートル、割合は１．２２

パーセント。 

９中萩支所、１４８筆、１０万５千７２５．１７平方メー

トル、全体面積２３４万６千２８６．７４平方メートル、割

合は４．５１パーセント。 

１０大生院支所、６８筆、５万８千７１６．１９平方メー

トル、全体面積１３５万１千４０７．７０平方メートル、割

合は４．３ ４パーセント。 

１１大島支所、４７４筆、２１万５千９８３．８２平方メ

ートル、全体面積７２万７千９３７．３８平方メートル、割

合は２９．６７パーセント。 

１２別子山支所、６７筆、６万８千７０１平方メートル、

全体面積７６万２千３７７．０９平方メートル、割合は９．

０１パーセントとなっております。 

新居浜市の農地面積は１４３１万４千６１５．３８平方メ

ートル、そのうち遊休農地面積は７９万２千６０２．２９平

方メートルで、農地面積に占める割合は約５．５４パーセン

トでございます。 

遊休農地のすべて区分１緑（人力、農業用機械で草刈等を

行うことにより、耕作が再開できる農地）は７９万２千６０

２．２９平方メートルとなっております。 

         平成２８年度と平成２７年度を比較してみますと、遊休農

地は増加しており全体で、１４８筆、６万２千７１０．２９

平方メートル増加しています。 

農地面積に占める遊休農地の割合としては、約５．０５パ

ーセントから約５．５４パーセントと約０.４９パーセント増

加しております。 

主な要因として考えられますのが、大島支所で、昨年２７

０筆、１２万３千５２５平方メートルだった遊休農地が今年

４７４筆、２１万５千９８３．８２平方メートルになってお  



り、その部分が増加しております。大島の調査につきまして

は、今年は所有者、耕作者が死亡しているが、農家台帳で相

続人がわかる方、４８５筆、９７名に対しまして８月中旬か

ら利用調査を郵送し、実施いたしました。そのうち返送のあ

りました利用調査のうち、何もしていないと回答があった農

地については、遊休農地と判断致しました。 

今回の調査により、昨年同様、耕作放棄地判断された所有

者、耕作者の方に、意向調査を実施したいと思っております。 

今年の意向調査は、昨年意向調査の返事がなかった所有者、

耕作者、新規に耕作放棄地と判断された所有者、耕作者の方

昨年は、耕作放棄地ではなかったが、今年は耕作放棄地と判

断された所有者、耕作者に実施したいと思っております。委

員さんにお配りしております農地パトロールの結果のリスト

と住宅地図をご覧ください。リストには、上段に所有者、下

段に小作人の氏名、遊休農地の地番、地目、面積等を記入し

ております。７月から８月にかけて行っていただいた、農地

パトロールの結果で作成しております。お配りしております

住宅地図をご覧ください。今回の調査で耕作放棄地と判定し

た箇所等を色塗りした地図です。色につきましては、緑色が

耕作放棄地、オレンジ色が、区分ア（営農再開）、青色が区

分ウ（保全管理）です。リストにある地番を元に地図を見て

いただいて、その場所を耕作放棄地と判定することに間違い

ないかどうか確認をお願いします。現地調査の時は耕作放棄

地と判定したが、今回改めて確認してみると耕作放棄地とは

いえないというような箇所がありましたら、１０月末日まで

に、事務局までご連絡ください。 

意向調査は、年内に発送し、その後みなさんに結果報告を

行いたいと考えております。 

その結果を踏まえて農業委員さんと共にどう対応するか協

議させていただきたいと思っておりますので、今後ともよろ

しくお願いします。 

以上で説明を終了します。 

篠原部会長代理  ありがとうございました。今の集計結果で何か質問はござ

いませんか。合田委員、どうぞ。 

合田委員     質問ではないのですが、私が感じたことをお話させていた

だきます。中萩も耕作放棄地の割合が増えており、その他の



地区は大島を別にして若干減ってきているようですね。どう

も上部辺りで若干耕作放棄地が増えてきているように思えま

す。去年は、人に貸して耕作していたのだが、今年はもうそ

の人が作れないからということで返されたというような農地

があります。その返された農地は現在遊んでいるような状況

です。このまま放っておいたら、明らかに耕作放棄地になる

のが目に見えています。しかし、カウントとしては耕作放棄

地ではない。そういったケースの農地はどうするのか、意向

調査をする必要があるのではないでしょうか。 

山之内係長    利用権を設定して辞められた農地や、利用権の期限の切れ

た農地は、所有者に今後どうするか、また貸す意向があるか

を調査し、貸したい意向があれば、あっせんの依頼を出して

いただき、各農業委員さんにお願いしております。ただ、作

り手の方がなかなかいらっしゃらないのが、難しい所です。 

合田委員     事務局の方で、そういう対応はしてくれているわけですね。

実態調査に基づいて、というわけではなく、実態調査と併せ

てそういう所には意向調査を出すということですね。 

山之内係長    利用権は、期限の半年前に意向調査をします。耕作者が耕

作できない等で更新しない農地は、所有者に今後あっせんが

必要かの文書を送っております。 

合田委員     わかりました。 

篠原部会長代理  それでは、皆さんが現地調査を行う中で感じられること、

また、遊休農地の解消につなげていくためにはどうするべき

かを含めて御意見をお願いします。 

小野（春）委員  私の耕作している所は角野と篠原浩二さん担当の種子川の

境界の地域です。何年にも渡って、草がたくさんで木も生え

てくるような耕作放棄地があります。しかし、私の預かった

地図にはそれはでていません。恐らく船木の方にあると思い

ます。 

篠原部会長代理  後で確認してみます。 

小野（春）委員  お願いします。そういった境界の部分の問題もあるので、

農業委員同士の確認を密にしたいと思います。それと、いく

ら農業委員といえど、個人的に所有者さんの所へいって、耕

作放棄地をどうにかしてほしいというのは感情的なものもあ

りますので、事務局の方でお願いしたいが、何年たっても前

進がないように思います。私個人的にも困っております。も



っと困っている方はたくさんおられると思いますので、耕作

放棄地をなんとか解消していきたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

篠原部会長代理  他にございませんか。守谷委員、どうぞ。 

守谷委員     地図が非常に古いと思います。新しく道路が出来ていても、

それが載っていません。何年かごとに地図を変えて頂けたら

と思います。 

戸張事務局長   わかりました。 

篠原部会長代理  今後も新しい道路も出来てきますので、ぜひお願いします。 

合田委員     地図の話ですが、生協で地図が新しくできたということで

申し込みませんかと案内がきました。そういうのを利用した

らどうでしょうか。土地改良区の方でも、一冊購入すること

にしました。現在、申込できますので、新しいのを購入すれ

ばいいと思います。値段は、Ａ４タイプとＢ４タイプがあり、

Ｂ４が１万８千円ほどで、Ａ４が少し安かったと思います。 

篠原部会長代理  他にございませんか。久枝委員、どうぞ。 

久枝委員     土地の貸し借りで、今まで大量に耕作をしてくれていた方

が、年をとってきて、所有者に土地を返していっている状態

が増えてきています。その土地を、所有者がフレームモアで

年に何回が管理してくれています。そういう所に調査でいく

のですが、御主人が亡くなって奥さんが一人という所が多い

です。奥さんに聞いても、手伝いはしていたが、番地がわか

らない等、何を聞いてもなんともいえない。我々もその家の

状況などわかりません。一度、番地ごと、一筆ごとの調査が

できるようなフォームをつくっていただきたい。息子さんは

市外、県外へ出てしまって、一人残っている奥さんが何もわ

からないでは、我々も調査にいっても話が前進しません。今

後もでてくる問題だと思います。どこかで一度きちんとして

いかないといけないと思いますので、よろしくお願いします。 

横川次長     来月の部会で、農地台帳調査のお願いをさせていただく予

定でございます。現在は、去年お願いした分について、確認

をさせていただいている途中でございます。台帳調査の方で

も、その方がお持ちの農地台帳にのっている土地の総括の広

さしか今回は対応が出来ていません。登記簿上は農地になっ

ているが、現況は山林になっていて、どこにあるのかわから

ないという方も去年は多々いらっしゃいましたし、農地をも



っていないとお答えする方もいらっしゃいました。調べてみ

ますと、山の中という方もいらっしゃいました。今後、農地

基本台帳調査を含めまして、なるべくご要望にはお答えする

ように、何らかの形で対応はさせていただきますが、そうな

ると新居浜の農地全件提出するという形になりますので、農

業委員さんもお読みになるだけで大変な労力になろうかと思

います。その件につきましては、来年以降、新規の農業委員

さん、推進委員さん含めまして、お話を進めていけたらよい

かなと思っております。推進委員さんの活動の中には、遊休

農地対策等ありますので、そういう中でのテーマとしてお出

しさせて頂けたらと思っております。以上です。 

加藤（武）委員  よろしいでしょうか。今の件と関連すると思うのですが、

今までは農業委員・推進委員の定数を決めていきましたが、

もう一つ、新体制になって、事務局の負担が増えることにな

ると思いますが、人員の補強はあるのでしょうか。わかる範

囲で結構ですので、教えて頂けますか。 

戸張事務局長   はい。今のご質問ですが、新居浜市には定数条例というも

のがございまして、職員の数が限られています。福祉等は色々

制度が変わり、複雑になっておりますので、人員が増えてお

ります。ただ、農政に関する農業委員会事務局については、

来年度増えるという話はございません。これが、今の状況で

す。ただ、将来的に新しく制度が変わることから、農業の問

題が大きくなった時には、行政サイドも考えることがあるか

もしれませんが、今の時点での増員は、農業委員会事務局と

しても考えておりません。 

篠原部会長代理  他にございませんか。 

         ないようですので、以上で締め切らせていただきます。あ

りがとうございました。これといった解決策もなく現在に至

っていますが、いずれにいたしましても耕作放棄地が減るよ

うに、保全管理や営農再開になっていくように、農業委員を

中心に、関係の土地改良区であるとか地域の中で、取り組ん

でいただければありがたいと思います。 

合田委員     少しよろしいでしょうか。 

         新しい農業委員・推進委員の選出方法について、もう来年

５月には新しい基準で選出していかなければならないのです

が、それまでに、どういったスケジュールで、一般の農業者



に周知徹底させていくのか、プロセスをお聞きしたい。 

戸張事務局長   まず、近々の問題としては、法律が変わったことによる、

新居浜市の農業委員会に関する条例規則の制定というのは、

目前にしなければならないことで、これに基づいて、農業委

員さんの選出を行うということになります。まずは１２月議

会に農業委員会法が変わったことによる条例と規則の制定を

上程する予定となっております。それに基づきまして、翌年、

１月後半位からになろうかと思いますが、そこから募集をか

ける予定となっております。ですので、１月からでは農業委

員・推進委員の選出は難しいと思いますので、できれば、こ

こにおられる現農業委員さんが中心となって新たな農業委

員・推進委員を候補として挙げていただいて、１月からの募

集の段階で出していけるようにして頂ければと思います。そ

して、募集期間は、今の段階ではひと月と考えております。 

合田委員     条例の変更の手続きをされるということですが、定数をど

うするかということが決まっておりませんよね。８月にこう

いう案でどうでしょうかという説明があって、中萩と大生院

について話が違うという議論があって、検討します、これは

案ですという話がありましたね。そういった所からきちんと

していくべきではないでしょうか。８月の案で決まったとい

うことでしょうか。 

戸張事務局長   ８月部会では、皆さんの案を聞かせて頂いて、事務局一任

という形でお話頂いたと思います。事務局の案としましては、

中萩等大きな地域に関しては、農業委員・推進委員の数は増

えていくと思います。ですので、面積割にして人員を配置す

るので、面積的に大きい所は増やしております。定数合計は、

農業委員さんが１９名、推進委員さんが１５名で合計３４名

です。現在の委員さんの３２名より２名増えておりますので、

その２名を、面積の多い所に増やす、と事務局の方では作ら

せていただいて、報告させていただいております。 

合田委員     ８月部会にそういう説明を受けたと思いますが、具体的な

話をしますと、中萩と大生院の農業委員の話し合いでは中萩

３に対して、大生院１という数でいきましょうと、アンケー

トでお答えしていた分が、２と２になった、そういう報告ま

では８月の報告では聞いています。それはおかしいんじゃな

いですか、地元の農業委員の話ではこうなっています、それ



が反映していないのはおかしいんじゃないか、どういう所で

そういう風に数字がかわってきたんですかと。そこまでは聞

きました。それは案であって、最終決定ではないと。決定し

たらまた皆さんでお諮りするといった話だったと思います。

それ以降の話を聞いていないと思いましたので、条例を上程

する前に、農業委員会でもう一度話をするべきではないかと

思います。議事録ありませんか。 

戸張事務局長   ちょっと今手元にはありません。またその時の議事録を確

認いたします。 

合田委員     数字が２と２になっても構わないのですが、最終的にこう

いう内容で決定しますと、お伺いするということをお願いし

たい。 

小野（輝）委員  条例の定数は、１９名の農業委員にたいして第１地区何名、

第２地区何名、第３地区何名、第４地区何名という定数しか

ございません。その中で定数については、その地区の中で割

り振りを考えていただいたら一番いいのではないかと私は思

います。 

合田委員     地区で話し合いなさい、ということですね。 

小野（輝）委員  そうです。条例の定数は、地区ごとに何名しかでていませ

ん。 

戸張事務局長   今、会長の方からお話があったように、農業委員に関して

は４ブロック、推進委員１０ブロックのあわせて３４名です。

それを加味して増やしております。内訳に関しては、ブロッ

クの中での振り分けになるかと思います。２名増えておりま

すので、その増えたブロックについては、その増やした人数

をどう振り分けるかを考えて頂ければと思います。 

合田委員     議会に提出する前に、もう一度農業委員の間でそういった

事を議論する場を設けてほしいと思います。今のままだとは

っきりいって私はわかりません。 

戸張事務局長   では、１１月５日の農政部会で、今の上程案に関する資料

をお見せしますので、その中で皆さんの意見を聞かせて頂け

ればと思います。 

篠原部会長代理  他にございませんか。 

         では、以上をもちまして、平成２８年第９回新居浜市農業

委員会 農政部会を閉会いたします。 

横川次長     御起立ください。礼。ありがとうございました。 
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